
○世田谷区空家等の対策の推進に関する条例等の施行に関する規則 

平成28年３月８日規則第40号 

改正 

令和３年３月31日規則第75号 

令和５年12月11日規則第123号 

世田谷区空家等の対策の推進に関する条例等の施行に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、世田谷区空家等の対策の推進に関する条例（平成28年３月世田谷区条例第19

号。以下「条例」という。）及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号。

以下「法」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（安全代行措置） 

第２条 条例第８条第１項の規定による必要な措置の代行の依頼は、安全代行措置依頼書（第１号

様式）を区長に提出することにより行うものとする。 

２ 区長は、安全代行措置依頼書の提出を受けたときは、前項の措置の代行をするか否かを決定し、

当該措置に係る特定空家等の所有者等に安全代行措置可否決定通知書（第２号様式）によりその

旨を通知するものとする。 

３ 区長は、前項の規定により第１項の措置の代行をする旨を通知したときは、あらかじめ、当該

措置に係る特定空家等の所有者等に安全代行措置同意書（第３号様式）を提出させるものとする。 

４ 区長は、条例第８条第２項の規定により第１項の措置の代行をしたときは、当該措置に係る特

定空家等の所有者等に安全代行措置実施完了通知書（第４号様式）によりその旨を通知するもの

とする。 

（緊急措置） 

第３条 条例第９条第２項の規定による通知は、緊急措置実施結果通知書（第５号様式）により行

うものとする。 
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（緊急代執行） 

第４条 条例第10条において準用する条例第９条第２項の規定による通知は、緊急代執行実施結果

通知書（第６号様式）により行うものとする。 
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（その他の様式） 

第５条 次の表の左欄に掲げる規定の施行について必要な書類は、同表の右欄に掲げるとおりとす



る。 

法第９条第３項 立入調査実施通知書（第７号様式） 

法第９条第４項 国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際

に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する

省令（令和３年国土交通省令第68号）別記様式 

法第22条第７項 意見聴取会開催通知書（第８号様式） 

法第22条第13項 標識（第９号様式） 
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（委任） 

第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 
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附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日規則第75号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和５年12月11日規則第123号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年12月13日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第７号様式の規定に基づき作成され、交付

されている立入調査員証は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯す

る職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令（令和３年国土交通省令第68号）別記様式

の規定に基づき作成され、交付されている身分証明書とみなす。 

３ この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第９号様式の規定に基づき作成され、設置

されている標識は、この規則による改正後の第９号様式の規定に基づき作成され、設置されてい

る標識とみなす。 
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第２号様式（第２条関係） 

 



第３号様式（第２条関係） 
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第４号様式（第２条関係） 

 



第５号様式（第３条関係） 

 



第６号様式（第４条関係） 
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第７号様式（第５条関係） 
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第８号様式（第５条関係） 
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第９号様式（第５条関係） 
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